
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資-1 

1.空飛ぶクルマ関連 

1.1 空飛ぶクルマとは 

・空飛ぶクルマの正式な名称 

空飛ぶクルマの正式名称は「電動垂直離着陸型無操縦者航空機」と言い、外国では eVTOL

（electric vertical takeoff and landing）「イーブイトール」と呼ばれています。 

 

・空飛ぶクルマの特徴 

「垂直離着陸」「電動化」が空飛ぶクルマの大きな特徴であり、将来的には「完全自律で

の自動操縦」も可能になると言われています。 

 

・空飛ぶクルマとヘリコプターの違い 

①空飛ぶクルマは垂直離着陸ができるため、斜めに着陸する必要があるヘリコプターと比

べて狭い場所での離着陸が可能です。 

②空飛ぶクルマは電動のため、ヘリコプターと比べて騒音が少なく、また二酸化炭素を発生

させません。 

③空飛ぶクルマは操縦の自動化が可能なため、パイロットが不要になれば運行コストを安

く抑えることができます。 

 

※参考資料：愛媛県今治市 市民が真ん中課ホームページ（令和６年 12 月調べ） 

空飛ぶクルマ | 市民が真ん中課 | 今治市 
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1.2 空飛ぶクルマに関する制度整備の概要 

空飛ぶクルマに関する制度整備の概要では、垂直離着陸及び電動化の整理、従来制度及び

改正制度（概要）の機体の安全基準や空飛ぶクルマに関する特別要件の整理、機体の騒音基

準、空飛ぶクルマの離着陸場（バーティポート）の制度整備に関する基本的な考え方が整理

されています。 

バーティポートについては、バーティポートの制度整備に関する基本的考え方によると、

バーティポート整備基準の策定（令和８年度予定）までは、空飛ぶクルマの離着陸は法第 79

条の場外離着陸の許可により対応することとされています。 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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参考資料：「空飛ぶクルマに関する制度整備の概要」（令和６年４月公表、国土交通省ホームページ） 
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1.3 Vertiport 設置のための環境アセスメント方針 

Vertiport 設置のための環境アセスメント方針では、空飛ぶクルマの離着陸場（Vertiport）

の航空法上での位置づけ、環境影響評価項目の選定、調査、予測、評価手法の基本的な考え

方が整理されています。 

空飛ぶクルマの離着陸場（Vertiport）については、航空法上ではヘリポートの一区分と

して位置づけられ、ヘリポートと同様、地方自治体の定める条例によっては環境アセスメン

トの対象となると整理されています。 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 

 

 

 

 



資-30 

 

 

 

 

 

参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 

 

 

 

 

対象事業実施区域 道路・ 
線路 

砂浜 海域 海水淡水化 
センター 

福岡空港 
交通管制部 

草地・千湯・海域 

ヘリバッド中心からの距離 ヘリバッド中心からの距離 ヘリバッド中心 

飛翔高度 50m 以下 
の確認例数が多い 

施設立地範囲内の 

飛翔確認は少ない 

飛翔高度 50m 以下 

の確認例数が多い 

博多湾側 玄界灘側 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 

 

 

 

 

主な移動経路 飛翔高度 50m 以下 

の確認が多い 

飛翔高度 50m 以下 

の確認例数が多い 

確認例数：20 例 

主な移動経路 

博多湾側 玄界灘側 離発着時の場周経路（1/8 勾配以上） 

法律で定められたヘリコプターのヘリバッドへの進入表面の勾配

（高度 50m に達するまでに要する水平距離 400m） 

ヘリバッドの中心からの距離（m） ヘリバッドの中心からの距離（m）

施設立地範囲内の飛翔確認は少ない 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ） 
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参考資料：「Vertiport 設置のための環境アセスメント方針」（令和６年４月公表、経済産業省ホームページ）  

  




